
施行令

第７条

第１号

に掲げ

る物件

幕（施行令第７条第２号に

掲げる工事用施設であるも

のを除く。）

１月１

平方メ

ートル

につき

６５０ ５００

アーチ

車道を横断するも

の
１月１

基につ

き

６,５００ ５,０００

その他のもの ３,２００

施行令第７条第２号に掲げる工事用

施設及び同条第３号に掲げる工事用

材料

１月１

平方メ

ートル

につき

６５０ ５００

「

「

平成２５年 ２ 月１４日提出

川崎市長　阿　部　孝　夫



施行令

第７条

第１号

に掲げ

る物件

幕（施行令第７条第４号に

掲げる工事用施設であるも

のを除く。）

１月１

平方メ

ートル

につき

６５０ ５００

アーチ

車道を横断するも

の
１月１

基につ

き

６,５００ ５,０００

その他のもの ３,２００

施行令第７条第２号に掲げる工作物

１月１

平方メ

ートル

につき

３２５

施行令第７条第３号に掲げる施設

Ａに０．０２５を乗じ、

これを１２で除して得た

額

施行令第７条第４号に掲げる工事用

施設及び同条第５号に掲げる工事用

材料

６５０ ５００

「

「


